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６
月

日
か
ら

日
ま
で
の
１
週
間
は
、
「男
女
共
同
参
画
週
間
」
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29

で
す
。
今
年
も
内
閣
府
で
は
「身
近
な
女
性
の
活
躍
を
地
域
ぐ
る
み

で
応
援
す
る
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
～
女
性
の
力
を
活
か
し
て
元
気

な
地
域
社
会
を
つ
く
る
た
め
に
～
」
を
募
集
、
応
募
総
数
二
千
三
百

三
十
一
点
の
中
か
ら
、
審
査
の
結
果
、
次
の
作
品
を
選
び
ま
し
た
。

■
最
優
秀
作
品
に
は
、
坂
本
直
哉
さ
ん
（千
葉
県
）
の
作
品

「地
域
力
×
女
性
力
＝
無
限
大
の
未
来
」

そ
し
て
優
秀
作
品
に
は
「未
来
へ
と

女
性
が
伸
ば
す

地
域
力
」
と

い
う
、
中
村

修
二
さ
ん
（東
京
都
）
の
作
品
が
選
ば
れ
て
い
ま
す
。

今
回
の
募
集
ち
ら
し
に
は
、
「あ
な
た
の
街
の
女
性
た
ち
は
、
い
き

い
き
と
活
躍
し
て
い
ま
す
か
？
／
暮
ら
し
や
す
く
元
気
な
地
域
社

会
を
つ
く
る
た
め
に
は
女
性
の
活
躍
・
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
必
要
で

す
。
／
こ
れ
ま
で
男
性
目
線
で
考
え
て
い
た
こ
と
に
発
想
の
転
換
が

生
ま
れ
、活
力
あ
る
地
域
づ
く
り
が
期
待
さ
れ
ま
す
。今
こ
そ
女
性

の
活
躍
を
加
速
す
る
と
き
！

身
近
な
女
性
の
活
躍
を
み
ん
な
で

応
援
し
ま
し
ょ
う
！
」
と
高
ら
か
に
う
た
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
し
て
、
『
こ
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
は
、平
成

年
度
「男
女
共

27

同
参
画
週
間
」
の
ポ
ス
タ
ー
を
は
じ
め
、様
々
な
場
面
で
広
報
・啓
発

活
動
に
使
用
し
ま
す
』
の
ひ
と
言
も
―
。

週
間
の
ポ
ス
タ
ー
の
中
だ
け
で
な
く
、
い
き
い
き
と
活
躍
し
て
い

る
女
性
た
ち
の
姿
が
い
つ
も
身
近
に
あ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

平
成

年
度
「男
女
共
同
参
画
週
間
」
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
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　　芦屋市男女共同参画センター ウィザスあしや

〒 659-0065 芦屋市公光町 5-8 ( 公光分庁舎・北館１階 )
TEL.0797-38-2023 / FAX.0797-38-2175
E メール josei-ce@city.ashiya.lg.jp

　　　　　　■開　館 :月曜日～土曜日・午前９時～午後５時 30 分
　　　　　　■休　館 :日曜日・祝日・年末年始 (12 月 28 日～１月４日 )

　　　　　　　ホームページ  http://www.city.ashiya.lg.jp/danjo/withus/centerwithus.html

■平成 27 年６月発行 ( 夏号 )

編集・発行

「ウィザス」は、
ウィズアス = with us

“共に生きる ―

男女共生社会”の

理念を

表しています。

「
男
女
共
同
参
画
社
会
」

も
っ
と

知
り
た
い
！



●男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によっ

　て社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が

　確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及

　び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を

　担うべき社会をいいます。（基本法第２条）

●「男は外で仕事、女は家庭で家事・子育て」という固定的

　な性別役割分担意識をなくし、男女の人権が真に尊重さ

　れる、女性にとっても男性にとっても生きやすい豊かで

　活力ある社会の実現を目指すものです。

●社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女

　が、互いに人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別に

　かかわりなく、その個性と能力を十分に発揮すること

　ができる男女共同参画社会の実現は、極めて重要です。

　男女共同参画は、人権の尊重の観点からはもちろん、社

　会経済的な必要性からも推進されています。　

＜前文＞　　　　　　　　　　　　平成 21年３月 27日制定

　わたしたちの誰もが、学び、知っている「日本国憲法」に

は、すべての人は、個人として尊重され、その尊厳と基本的

人権において平等である、とうたわれています。

　これと同じ理想を掲げて、いま、その推進が国際的に展

開されている「男女共同参画社会」の実現に、わたしたちの

まち、芦屋市も、国や兵庫県とともに取り組んでいます。

　誰もが、性別にかかわりなく社会の対等な構成員として、

その個性と能力を発揮し、家庭、職場、学校、地域その他あ

らゆる分野に参画できるとともに均等に責任を担い、しあ

わせを分かち合う、この「男女共同参画社会」を実現するこ

とは、わたしたち芦屋市民の願いです。　　（中略）

　わたしたちは、市、市民及び事業者等の協働の下、市民の

一人一人が活き活きとゆたかに生活できる未来のあるま

ちとして、国際文化住宅都市芦屋に、「男女共同参画社会」

の実現を決意し、ここに、この条例を制定します。

男女共同参画基本法が想定している
「男女共同参画社会」とは

　第３条には、『基本理念』が次のように示されています。

①男女の個人としての尊厳が重んじられること、男女が直接的

　又は間接的であるかを問わず、性別による差別的取扱いを受け

　ないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保される

　ことその他の男女の人権が尊重されることを旨とすること。

②男女が、性別による固定的な役割分担意識に基づいた社会の

　様々な制度又は慣行によってその活動が制限されることなく、

　自らの意思において多様な生き方を選択することができるよう

　に配慮すること。

③男女が、社会の対等な構成員として、様々な政策又は方針の立案

　及び決定に、共同して参画する機会が確保されること。

④家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、家庭

　生活における活動と職場、学校、地域その他の社会生活における

　活動を両立して行うことができるようにすること。

⑤男女共同参画の推進は、国際社会における取組と密接な関係を

　有していることにかんがみ、国際的な理解と協調の下に行われ

　ること。

⑥男女が、互いの性を尊重するとともに、その身体についての理解

　を深め、生涯にわたり共に健康な生活を営むことができるよう

　に配慮すること。

芦屋市男女共同参画推進の「基本理念」

芦屋市男女共同参画推進条例

男女共同参画社会の形成に向けて
問題の発掘・検討・解決

【平成27年３月/内閣府男女共同参画局「苦情処理ガイドブック」より抜粋】


